
調　達　公　告

　制限付一般競争入札を行うので、次のとおり公告する。

住所 －

電話 －

－

－

住所 鳥取県東伯郡湯梨浜町はわい長瀬１５１７

電話 ０８５８－３５－４４２３

予定価格 　非公表

設計業務の受託者

入
札
参
加
者
の
条
件

　本件入札への参加を希望する者は、次に定める事項のほか、平成24年鳥取県告示第221号（建設工事の制限付一般競争入
札に参加する者の公募に係る一般的事項等について（最終改正：令和7年4月1日施行）。以下「一般的事項等告示」とい
う。）、鳥取県建設工事等紙入札執行要領（最終改正：令和4年4月1日施行）に定める事項を承知の上、応募すること。

発
注
工
事

工 事 名 　天神川流域下水道天神浄化センター　し渣脱水機分解整備工事

工事場所 　鳥取県東伯郡湯梨浜町はわい長瀬　天神浄化センター

工事内容並びに構造及び規模

　　・し渣脱水機
　　　　　し渣脱水機本体、油圧ユニットの整備
　　　　　指定部品の交換
　　　　　ケレン・塗装補修
　　　　　整備後の試運転調整

工　期 　令和８年３月２０日限り

発注工種 　機械器具設置工事

同種工事実績
　し渣脱水機（スクリュー式）に係る分解整備（修繕）工事（平成２２年度以降に完成している
ものに限る。）を元請として施工実績を有すること。ただし、共同企業体の構成員として施工
した実績については代表者として施工した実績に限る。

－

建設業許可 　機械器具設置工事業に係る一般建設業又は特定建設業の許可

鳥取県入札参加資格 　機械器具設置工事

総合点数 －

総合評定値(P) －

－

－

応
募
方
法

提出場所及び様式の交付場所
　公益財団法人鳥取県天神川流域下水道
公社

入札参加書類
　一般的事項等告示様式（入札参加申込書）のうち、入札参加条件として必要な項目につい
て記載し、必要書類等を添付し、入札日当日に提出すること。

提出部数 　１部

郵送等の可否

持参書類 　入札参加書類

会
社
要
件

単独・共同企業体の別 　単独

本店所在地

技
術
者
要
件

配置技術者の専任の要否 　専任を要しない（別紙注意書を確認すること。）。

配置技術者の資格 　機械器具設置工事業に係る主任技術者となることが出来る資格を有する者であること。

施工管理実績 －

　現場代理人としての実
績の認否

－

公益財団法人鳥取県天神川流域下水道公社　理事長　田村　満男

令和７年５月２９日

特定資格 －

　不可とする。

そ の 他 －



　令和７年６月５日（木）　午後４時まで

　令和７年６月９日（月）　午後５時まで

　令和７年６月１２日（木）　午後１時３０分から

住所 鳥取県東伯郡湯梨浜町はわい長瀬１５１７

電話 ０８５８－３５－４４２３

住所 鳥取県東伯郡湯梨浜町はわい長瀬１５１７

電話 ０８５８－３５－４４２３

住所 鳥取県東伯郡湯梨浜町はわい長瀬１５１７

電話 ０８５８－３５－４４２３

入
札
手
続

入札及び開札日時

入札保証金

工事関係図書の閲覧場所

　
　・設計書及び仕様書等の閲覧・交付は、令和７年５月２９日（木）から同年６月１１日（水）
　までの日（土曜日、日曜日、祝日を除く。）の午前９時から午後５時までの間、当公社に
　おいて行うとともに、ホームページに掲載する。

問い合わせ先

事務手続
　公益財団法人鳥取県天神川流域下水道
公社　総務班

技術的事項
　公益財団法人鳥取県天神川流域下水道
公社管理運営班

　公益財団法人鳥取県天神川流域下水道
公社

備　　考

支払条件 　単年度

入札方式 　紙入札

　開札日に有効な入札参加資格を保有しているものに限り免除とする。

適用される制度

質問提出期限

回答期限

　最低制限価格制度



平成 24 年度鳥取県告示第 221 号（建設工事の制限付一般競争入札に参加する者の公募に係る一般的事項

等について） 

  平成 24 年４月１日以後に県が発注する建設業法（昭和 24 年法律第 100 号。以下「法」という。）第

２条第１項に規定する建設工事（以下「建設工事」という。）の制限付一般競争入札を当該入札に参加す

る者（以下「入札参加者」という。）を公募する方法により行う場合には、鳥取県建設工事等の入札制度

に関する規則（平成 19 年鳥取県規則第 76 号。以下「入札規則」という。）、鳥取県会計規則（昭和 39

年鳥取県規則第 11 号）、鳥取県建設工事等電子入札執行要領（平成 17 年５月 16 日付第 200500002083

号鳥取県県土整備部長通知）、鳥取県建設工事等紙入札執行要領（平成 11年７月９日付管第 223 号鳥取

県土木部長通知）及び当該入札に係る調達公告（当該入札ごとに別に行う公告をいう。以下同じ。）によ

るほか、次に定めるところによる。 

 

改正後全文（最終改正 令和７年３月 28日鳥取県告示 164 号） 

  

１ 入札参加者は、次に掲げる条件を具備していなければならない。 

(１) 地方自治法施行令（昭和 22年政令第 16 号）第 167 条の４の規定に該当しない者であること。 

(２) 法第３条第６項に規定する一般建設業の許可又は特定建設業の許可のうち、調達公告で指定す

るものを受けていること。 

(３) 令和６年鳥取県告示第 593 号（建設工事の一般競争入札等に参加する者に必要な資格等につい

て）に基づく入札参加資格（以下「入札参加資格」という。）のうち、調達公告で指定する建設工

事の種別（以下「発注工種」という。）に係るもの（当該発注工種が格付工種（発注工種のうち格

付を行うものをいう。）である場合にあっては、調達公告で指定する格付の等級に係るものに限る。）

を有すること。 

(４) 鳥取県知事から資格（指名）停止措置（不正又は不当な行為を行った入札参加資格を有する者

を一定の期間、入札に参加させないこととする措置をいう。以下同じ。）を受けた期間が、当該入

札の入札書提出期間の末日から開札日までの期間に含まれていないこと。 

(５) 鳥取県低価格落札者経営診断指導要領（平成 19 年８月２日付第 200700072739 号県土整備部長

通知）第 10条に基づく資格保留の期間が、当該入札の入札書提出期間の末日から開札日までの期間

に含まれていないこと。 

(６) 会社更生法（平成 14年法律第 154 号）の規定による更生手続開始の申立て又は民事再生法（平

成 11年法律第 225 号）の規定による再生手続開始の申立てが行われた者にあっては、当該申立てが

行われた日以後の日を審査基準日とする経営事項審査（法第 27 条の 23 第１項の審査をいう。以下

同じ。）を受け、その結果に基づき、開札日までに改めて入札参加資格を付与されていること。 

(７) 当該入札に係る工事（以下「発注工事」という。）の設計業務の受託者（調達公告で指定する

者とする。）と次のいずれかの関係にある者でないこと。 

ア 入札参加者が当該受託者の発行済株式総数の２分の１を超える株式を保有し、又はその出資の

総額の２分の１を超える出資をしていること。 

イ 入札参加者の代表権を有する役員（入札参加者が個人である場合にあっては、当該個人）が当

該受託者又は当該受託者の代表権を有する役員であること。 

(８) 入札参加者と直接的かつ継続的な雇用関係（第三者の介入する余地のない雇用に関する一定の

権利義務関係であって、開札日の３月以上前から継続しているものをいう。）にある者（入札参加

者自身及びその役員を含む。）のうちに、発注工事の主任技術者、監理技術者、特例監理技術者

又は監理技術者の行うべき職務を補佐する者（以下「監理技術者補佐」という。）としてその施

工期間中配置することができる技術者（調達公告で定める資格を有する者に限る。以下「配置技術

者」という。）を有していること。 

(９) 発注工事の現場代理人としてその施工期間中配置することができる者を有していること。 

(10) 配置技術者に同種工事を元請として施工した者の主任技術者、監理技術者、特例監理技術者又

は現場代理人（以下「技術者等」という。）として当該同種工事を施工管理した実績（現場代理人

として従事した実績を認める場合については、その施工当時に主任技術者となることができる資格

を有する者であったときのものに限り、共同企業体の構成員の技術者等として施工管理した実績に

ついては、出資比率が調達公告で定める割合以上の構成員の技術者等としてのものに限る。以下「施

工管理実績」という。）があることを入札参加者の条件とする場合にあっては、当該施工管理実績

を有していること。 



(11) 特定建設工事共同企業体（以下「共同企業体」という。）として入札に参加することを条件と

する場合にあっては、その構成員が(１)から(10)までの条件を具備するとともに、当該共同企業体

が次に掲げる条件を具備すること。 

ア 自主的に結成されたものであること。 

イ 各構成員が、当該入札に参加する他の共同企業体の構成員になっていないこと。 

ウ 共同施工方式（一の工事について、各構成員の分担を定めず、共同して施工する方式をいう。

以下同じ。）の共同企業体にあっては、出資比率の最も大きい構成員（当該構成員が複数あると

きは、そのいずれか）が代表者となり、各構成員は、発注工事全体について連帯して責任を負う

こと。 

エ 分担施工方式（一の工事について、各構成員の分担を定めて施工する方式をいう。以下同じ。）

の共同企業体にあっては、分担工事に係る工事費が最も大きい構成員（当該構成員が複数あると

きは、そのいずれか）が代表者となり、各構成員は、それぞれの分担工事について責任を負うと

ともに、発注工事全体についても連帯して責任を負うこと。 

オ 分担施工方式の共同企業体にあっては、構成員のいずれかが発注工事の施工中に破産手続開始

又は解散をしたときは、当該共同企業体は解散するものとされていること。 

２ 入札参加者は、次に定めるところにより入札参加書類を作成し、入札書及び工事費内訳書と併せて

提出しなければならない。この場合において、共同企業体として入札に参加しようとするときは、各

構成員が作成し、代表者が一括して提出するものとする。 

(１) 入札参加書類は、次に掲げる書類とし、それぞれに定めるところにより日本産業規格Ａ列４番

横書きで作成すること。ただし、電子入札（入札規則第 19条第１項第６号に規定する電子入札をい

う。以下同じ。）の場合にあっては、入札参加書類（添付すべき書類を含み、持参すべき書類（当

該書類に記載すべき事項を電磁的記録（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識す

ることができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものを

いう。）とするためには記録媒体に３メガバイトを超える容量が必要となるもの、正常に機能しな

いおそれのある記録媒体等に記録されているもの、ウの(イ)に定める添付書類その他調達公告で指

定するものをいう。以下同じ。）を除く。）の作成に代えて、インターネットの県のホームページ

（http://nyusatsu.pref.tottori.jp）（以下「入札情報ＨＰ」という。）の電子入札システムに係

る所定の画面（以下「電子入札画面」という。）に記載すべき事項を入力するものとする。 

ア 制限付一般競争入札参加申込書 

イ 県外に本店を有する者が調達公告において総合評定値（法第 27 条の 29 第１項に規定する総合

評定値をいう。以下同じ。）が入札参加者の条件として定められている入札に参加する場合にあ

っては、経営事項審査の区分に係る発注工事の総合評定値の通知書の写し（対象となる経営事項

審査の審査基準日の対象期間は、調達公告の公告日の属する年度の前々年度（以下「前々年度」

という。）の 10月１日からその翌年度（以下「前年度」という。）の９月 30日まで（前年度の

10 月１日以降に合併、分割、営業の譲渡等を行った建設業者（前々年度の 10 月１日から前年度

の９月 30 日までの間のいずれかの日を審査基準日とする経営事項審査を受審していない者に限

る。）については、前年度の 10月１日から前年度の 12月 31 日まで）の間とする。ただし、前々

年度の 10 月１日以降に会社更生法による更生手続開始の決定又は民事再生法による再生手続開

始の決定が行われた建設業者については、当該更生手続開始の日又は当該再生手続開始の日（そ

の日から前年度の９月 30 日までの間のいずれかの日を審査基準日とする経営事項審査も受審し

ている者については、当該審査基準日）とする。） 

ウ 当該入札に共同企業体として参加する場合にあっては、次に掲げる書類 

（ア）当該共同企業体の協定書の写し 

（イ）当該共同企業体の各構成員が発注工事の入札及び請負代金の請求等に関する事務を代表者に

委任することを証する委任状 

エ 調査基準価格（入札規則第 30 条第１項に規定する調査基準価格をいう。以下同じ。）を設定

する場合にあっては、鳥取県建設工事低入札価格調査制度実施要領（平成９年 12 月 10 日付第 798

号土木部長通知）に定める低入札価格調査意向確認書。低入札価格調査意向確認書を提出しない

者が同要領に定める低価格入札をした場合、その入札を無効とする。 

オ その他調達公告に定める書類 

(２) 入札参加書類並びに入札書及び工事費内訳書（以下これらを「提出書類」という。）は、調達

公告で定めるところにより提出期間内の各日（鳥取県の休日を定める条例（平成元年鳥取県条例第

５号）第１条第１項に規定する県の休日（以下「休日」という。）を除く。）の午前９時から午後



５時 15分（提出期間の末日にあっては、午後４時）までの間に、必要部数を提出場所に持参、郵送

又は民間事業者による信書の送達に関する法律（平成 14 年法律第 99 号）第２条第６項に規定する

一般信書便事業者若しくは同条第９項に規定する特定信書便事業者による同条第２項に規定する信

書便（以下「信書便」という。）による送達により提出すること。ただし、電子入札の場合にあっ

てはそれらの方法に代えて、当該提出書類に記載すべき事項を電子入札画面に入力し、送信するも

のとする。この場合において、持参すべき書類があるときは、調達公告に定める提出期間の末日ま

でに必要部数を提出場所に持参、郵送又は信書便による送達により提出すること。 

  なお、郵送又は信書便による送達による場合は、書留郵便又は信書便の役務のうち書留郵便に準

ずるものによることとし、提出期限までに到着したものに限り受け付ける。 

(３) 提出書類の作成及び提出に要する費用は、入札参加者の負担とし、提出された提出書類は、返

却しない。 

(４) 提出された提出書類は、鳥取県情報公開条例（平成 12 年鳥取県条例第２号）第 10 条第１項に

規定する非開示情報に係る部分を除き、同条例の規定による公文書の開示の対象とするが、入札参

加者に無断で当該入札及び鳥取県建設工事等入札・契約審議会条例（平成 14年鳥取県条例第 68号）

に基づき設置される鳥取県建設工事等入札・契約審議会の審議以外の用途に使用することはない。 

３ 当該入札は、次に定めるところに従って行う。 

(１) 入札参加者は、第１回目の入札書に記載する入札価格の積算の根拠となる工事費内訳書（別に

定めるところに従って作成されたものに限る。以下同じ。）を当該入札の会場に持参し、入札の執

行者が求めたときは、直ちにこれを提出すること。ただし、電子入札の場合にあっては、所定の提

出期間の末日までに、工事費内訳書に記載すべき事項の電子入札画面への入力及び送信（当該工事

費内訳書が持参すべき書類に該当する場合にあっては、調達公告に定める提出期間の末日までに必

要部数を提出場所に持参、郵送又は信書便による送達により行うものとする。以下「内訳書の送信」

という。）を必ず行っておくこと。 

  なお、工事費内訳書については、次に掲げる事項に留意すること。 

ア 電子入札の場合において、内訳書の送信を行っていない者のした入札は、無効とする。 

イ 提出した工事費内訳書の内容（内訳書の送信を行った場合にあっては、当該送信の内容）に重

大かつ明白な不備がある者又は紙入札（電子入札以外の入札をいう。）の場合において入札の執

行者の求めに応じてその場で工事費内訳書を提出しない者は、失格とする。 

ウ 工事費内訳書は、契約上の権利義務を生じるものではない。 

エ 提出された工事費内訳書は、返却しない。 

(２) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 100 分の 10 に相当する額を加

算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額）をもって落札

価格とするので、入札参加者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であ

るかを問わず、入札見積金額から入札見積金額に 110 分の 10 を乗じて得た金額（１円未満の端数が

あるときはその端数を切り捨てるものとする。）を減じた金額に相当する金額を入札書に記載する

こと。 

(３) １に掲げる条件の審査は、開札の結果、落札予定者（最低制限価格を設定している建設工事に

ついてその予定価格の範囲内で、かつ、最低制限価格以上の価格を提示した者のうち最低の価格を

提示したもの、総合評価入札方式を行った建設工事について総合評価の点数が最も高い者又はその

他の入札案件について予定価格の範囲内で最低の価格を提示した者をいう。）となった者に対して

行う。 

(４) 落札者は、落札予定者で１に掲げる条件を満たすことが確認されたものとする。ただし、落札

予定者が次のいずれかに該当するときは、最低制限価格を設定している建設工事についてその予定

価格の範囲内で、かつ、最低制限価格以上の価格をもって入札をした他の者のうち最低の価格をも

って有効な入札をしたもの、総合評価入札方式を行った建設工事について入札した他の者のうち総

合評価の点数が最も高いもの又はその他の入札案件について予定価格の範囲内で入札をした他の者

のうち最低の価格を提示したものを改めて落札予定者とする。 

ア 調査基準価格を設定する場合において、失格基準（鳥取県建設工事低入札価格調査制度実施要

領（平成９年 12月 10 日付第 798 号土木部長通知）第４条第２項に定める失格基準をいう。以下

同じ。）に該当するとき、又はその者の入札価格によっては本件契約の内容に適合した履行がな

されないおそれがあると認められるとき。 

イ 鳥取県知事から資格（指名）停止措置を受けた期間が、当該入札の開札日から落札決定日まで



の期間に含まれるとき。 

ウ 鳥取県低価格落札者経営診断指導要領第 10 条に基づく資格保留の期間が、当該入札の開札日

から落札決定日までの期間に含まれるとき。 

エ その他、その者と本件契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがある

と認められるとき。 

(５) 落札者が契約締結の日（議決を要する工事にあっては、議決の日の翌日）までに資格（指名）停

止措置を受けた場合は、その者を失格とし、予定価格の範囲内の価格をもって入札をした他の者の

うち、最低の価格（総合評価入札方式を行った建設工事については、総合評価の点数が最も高い者）

をもって有効な入札をしたものを改めて落札予定者に決定する。 

(６) 落札予定者（総合評価入札方式を行った建設工事については、総合評価の点数が最も高い者）で

あって、１に掲げる条件を具備しないとされたもの及び（４）のただし書により落札者とされなかっ

たものについては、その旨及び条件を具備しないとした理由（以下「資格不備理由」という。）又は

落札者とされなかった理由を入札情報ＨＰに入札結果とともに掲載する。 

(７) １に掲げる条件を具備しないとされた者及び（４）のただし書により落札者とされなかった者

は、書面によりその理由について発注機関に説明を求めることができる。 

(８)当該入札の入札参加者は、入札結果に疑義があるときは、原則として開札日の翌日（休日を除く。）

の午後４時までに発注機関に対して書面により当該入札結果に対する説明を求めることができる。 

(９) 発注機関は、(７)及び(８)により説明を求められたときは、当該説明を求められた日から起算

して６日（休日を除く。）以内に書面により回答するものとする。 

(10) 落札者の入札価格によっては本件契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認め

られるときは、鳥取県低価格落札工事配置技術者増員制度実施要領（平成 14年５月 22 日付管第 471

号県土整備部長通知）に定めるところにより、配置技術者を専任で配置すること又は配置技術者に

加え、当該落札者（共同施工方式の共同企業体として落札した場合にあっては当該共同企業体の構

成員のいずれかとし、分担施工方式の共同企業体として落札した場合にあっては構成員全員とす

る。）に属する者であって同要領別表に定める特定資格を有するもの（以下「追加技術者」という。）

を発注工事にその施工期間中専任で配置することを求める。 

  この場合において、同要領に定める追加（専任）技術者調書（次のアからウまで掲げる条件を満た

すものに限る。）を発注者の求めに応じて提出しなければならない。 

ア 資格者証等が添付されているものであること。 

イ 当該追加（専任）技術者調書に重大かつ明白な不備があるものでないこと。 

ウ 追加技術者は、開札時において他の工事の工事現場に専任しているものでないこと。 

(11) 落札者は、配置技術者を専任で配置することが入札参加者の条件とされている場合にあっては

配置技術者を、追加技術者が必要とされる場合にあっては追加技術者を発注工事にその施工期間中

専任で配置しなければならない。 

(12) 落札者が発注工事に関し共同企業体を結成している場合において、当該共同企業体が解散した

ときは、当該入札に係る契約は、解除する。 

(13) 開札前に天災その他やむを得ない事由が生じたとき、又は入札に関し不正の行為があり、若し

くは競争の意思がないと認めたときは、入札の執行を中止し、又は取りやめることがある。 

(14) 入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和 22 年法律第 54 号）等

に抵触する行為を行ってはならない。 

(15) 当該入札の前に当該入札に関し鳥取県談合情報マニュアル（平成 15 年２月 10 日付総第 824 号

鳥取県総務部長通知）に定める談合情報があった場合は、同マニュアル第２の２の(３)に基づき条

件付入札を行う。 

(16) 調査基準価格を設定している場合、調査基準価格を下回る価格で入札した者については、入札

終了後、発注者の求めに応じ、事後の事情聴取及び調査に協力すること。 

(17) 意向確認書を提出しない者が鳥取県建設工事低入札価格調査制度実施要領に定める低価格入札

をした場合、その者のした入札は無効とする。 

(18) 入札参加資格を有しない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は、無効とする。 

４ 落札決定後の手続 

(１) 入札終了後、落札者（免税業者に限る。）は、免税業者であることを明記した届出書を提出する

こと。 

(２) 請負代金の額が 100 万円以上の工事については、鳥取県建設工事執行規則（昭和 48年鳥取県規



則第 66 号）第８条の規定による契約保証金として請負代金の額の 10 分の１以上の額を保証する次

のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし、落札者の入札価格によっては本件契約

の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるときは、当該契約保証金を請負代金

の額の 10分の３以上の額とする。 

  ア 契約保証金の納付 

  イ 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供 

ウ 金融機関（出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律（昭和 29年法律第 195 号）

第３条に規定する金融機関をいう。）又は保証事業会社（公共工事の前払金保証事業に関する法律

（昭和 27年法律第 184 号）第２条第４項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。）の保証 

  エ 公共工事履行保証証券による保証 

  オ 履行保証保険契約の締結 

(３) 鳥取県建設工事執行規則第 60条第１項の規定による前金払については、請負代金額 100 万円以

上の工事について、請負代金額の 10分の４（入札価格によっては当該契約の内容に適合した履行が

なされないおそれがあると発注者が認めた場合にあっては、10 分の２）の範囲内において前金払を

する。ただし、鳥取県余裕期間設定工事に係る実施要領（平成 28 年 6 月 9 日付第 201600036328 号

県土整備部長通知）に基づく余裕期間設定工事（以下「余裕期間設定工事」という。）における前金

払の支払いは、工事開始日以降とする。 

 また、前金払の額を請負代金の 10分の２にすることに伴う一般管理費等の率の補正を理由とした

変更契約は、認めないものとする。 

(４) 落札者は、契約時に中間前金払又は部分払を選択しなければならない。ただし、入札価格によっ

ては当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあるとして発注者が認めた場合には、中

間前金払は選択できないものとする。 

(５) 落札者が(４)により中間前金払を選択し、保証事業会社と中間前金払に関し工期を保証期間と

する保証契約を締結した場合は、(３)により既に支払った前払金に追加して、請負代金額の 10分の

２の範囲内において前金払をする。 

(６) 落札者が(４)により部分払を選択した場合の部分払の回数については、鳥取県建設工事執行規

則第 65条第４項の規定による。ただし、(３)及び(４)については、支払年度が指定されている場合

においては、別途指定された年度によるものとする。 

 (７) 余裕期間設定工事が任意着手方式の場合、落札者は落札決定の日の翌日（その日が閉庁日の場合 

はその翌日とする。）までに工事開始日を発注者に通知しなければならない。 

 （８） 契約は建設工事請負契約書及び建設工事請負変更契約書の標準書式について（昭和 48年 11 月 

22 日付発管第 385 号鳥取県知事通知）によって行うものとする。 

（９）落札者は、法第 20 条の２第２項に規定する事象が発生するおそれがあると認めるときは、工期

又は請負代金の額に影響を及ぼす事象に関する情報の通知について（令和７年１月 14 日付第

202400236309 号鳥取県県土整備部長通知）により、契約締結までに発注者に通知しなければならな

い。 

５ 入札閲覧設計書に関する質問等 

 入札閲覧設計書に関する質問は、あらかじめ調達公告に定める期限までに提出することとし、期限

を過ぎた質問は受け付けない。質問に対する回答は、あらかじめ調達公告で定める期限までに回答す

る。 

 なお、入札閲覧設計書に関する質問及び回答は、電子入札システムの所定の画面（「入札閲覧設計

書」に対する質問内容及び回答内容）において閲覧できる。 

 また、入札閲覧設計書に関する積算条件情報を調達公告に定める質問回答期限までに入札情報ＨＰ

の発注図書一覧に追加掲載することがあるので、入札参加者は確認の上、応札すること。 

６ 入札の手続その他の発注工事に関する情報は、次に定めるところにより提供する。 

(１) 調達公告は、発注機関の掲示板又は入札情報ＨＰに掲載することにより行う。 

(２) 入札参加書類の様式は、調達公告の日から入札参加書類の提出期間の末日までの間の各日に、

入札情報ＨＰに掲載するとともに、当該各日（休日を除く。）の午前９時から午後５時までの間、調

達公告で定める場所で希望者に交付する。 

(３) 発注工事に関する図書は、調達公告の日から入札の日までの間の各日に、入札情報ＨＰに掲載



し、又は該当各日（休日を除く。）の午前９時から午後５時までの間、調達公告で定める場所に備え

置いて閲覧に供する。 

(４) 発注工事の内容に関する説明会等は、原則として開催しない。 



 

（別紙注意書） 

 

 平成２０年８月２２日に入札参加申込書作成要領を改正し、技術者の専任を要しない工

事についても、入札参加申込書（様式第１号）の「３.技術者要件（配置予定技術者）」欄

を記載していただくこととしました。 

 配置予定技術者の記載にあたっては、下記運用の技術者の条件等に充分留意してくださ

い。 

 

                     記 

 

○「建設工事における配置技術者等の適正な運用について」（平成２０年５月８日付第

200800024787 号）の一部改正（令和３年３月２９日から施行）の抜粋 

 

３ 技術者等及び技能士の条件 

(１) 工事現場に配置する技術者等及び技能士は、法人の常勤の役員、個人事業主又は次の

表の第１欄及び第２欄から第５欄までの技術者等の区分に応じそれぞれに定める日か

ら遡って３月以上直接的かつ継続的な雇用関係が継続している者であること。 

入札方式 
現場代理

人 

主任（監理）技術者 

監理技術者補佐 
追加技術

者 
技能士 

専任を要す

る工事 

専任を要

しない工

事 

制限付一般競争入札 

契約日 

開札日 

契約日 

開札日 
開札日の前

日 一般競争入札（制限付一

般競争入札を除く。） 

応募書類の

提出期間の

末日 

随意契約による工事又

は指名競争入札 

入札日又は

見積合わせ

の日 

入札日又

は見積合

わせの日 

入札日又は

見積合わせ

の前日 

(２) 次に掲げるときは、それぞれに定める雇用期間を現に属する建設業者の雇用期間に

加えることができる。 

ア 合併、営業譲渡又は会社分割等の組織変更を行い、変更前後の組織で継続性が認め

られる場合で、組織変更前の他の建設業者の常勤の役員、個人事業主又は雇用者を鳥

取県発注の建設工事に技術者等及び技能士として配置するとき 当該組織変更前の他

の建設業者における雇用期間（法人の役員にあっては役員在任期間を含み、個人事業

主にあっては事業期間とする。以下同じ。） 

イ 建設業法第２９条第１項第４号の規定により建設業許可を全て取消された他の建設

業者の常勤の役員、個人事業主又は雇用者を当該取消の日から起算して１月以内に雇

用し、当該者を鳥取県発注の建設工事に技術者等（主任(監理)技術者を除く。)及び技

能士として配置するとき（当該者が主任（監理）技術者又は現場代理人として工事を

施工管理した実績を有するときに限る。） 当該他の建設業者における雇用期間 

 

４ 現場代理人の要件  

現場代理人は、３に定める条件に加え、次に掲げる要件を満たす者であること。 

 (１) 営業所の専任技術者又は建設業の経営業務の管理を行う者（建設業の経営業務の管理 

を行う者を直接に補佐する者を含む。以下「経営業務の管理責任者等」という。）のいず

れでもないこと。 

 (２) 他の工事に配置していない者であって現場代理人の職務を理解し、配置されようとし 

ている工事（以下「配置予定工事」という。）に常駐できるものであること。ただし、次

のいずれかに該当するときは、他の工事に配置している技術者等（監理技術者を除く。）



 

を当該配置予定工事の現場代理人として配置することができるものとする。 

 ア 当該配置予定工事が、配置している他の工事と密接な関係があると発注者が認めた 

ものであるとき 

 イ 他の工事に配置している場合で、当該他の工事が実質完成し、当該他の工事の発注者 

が現場及び工事資料を確認し問題がないと承諾したことを証する書面（工事打合せ簿

等）を所属建設業者が提出したとき 

 

５ 主任技術者の要件 

主任技術者は、３に定める条件に加え、次に掲げる要件を満たす者であること。 

(１) 配置予定工事が専任を要しないものである場合は、次の条件をすべて満たす者である

こと。 

ア 他の工事に常駐が必要な現場代理人として配置していないものであること。ただし、

次の（ア）又は（イ）のいずれかに該当するときは、当該他の工事に配置している現場

代理人を配置予定工事の主任技術者として配置できるものとする。 

(ア) 配置予定工事が、配置している他の工事と密接な関係があると発注者が認めたも

のであるとき 

(イ) 当該他の工事に配置している場合で、当該他の工事が実質完成し、当該他の工事

の発注者が現場及び工事資料を確認し問題がないと承諾したことを証する書面（承

諾・協議書等）を所属建設業者が提出したとき 

イ 県工事の配置技術者等として２件を超えないこと。ただしアの（ア）又は（イ）のい

ずれかに該当するときは、当該他の工事に配置している技術者等を配置予定工事の主任

技術者として配置することができるものとし、この場合は、当該他の工事と配置予定工

事とをして１件とみなす。 

ウ 配置予定工事箇所が所在する県土整備事務所、総合事務所（日野振興センターを除く。）

又は日野振興センター（以下「事務所等」という。）管内と異なる事務所等管内の県工事

に技術者等として配置していないこと。 

(２) 配置予定工事が専任を要しないものである場合で、営業所の専任技術者又は経営業務

の管理責任者を技術者等として配置するときは、(１)に掲げるもののほか、次の条件をすべ

て満たす者であること。 

ア 営業所の専任技術者又は経営業務の管理責任者としての職務も行い得る状況にあるこ

と。 

イ 当該営業所で請負契約が締結された工事であること。 

ウ 工事現場が当該営業所を管轄する事務所等管内であること。 

エ 配置予定工事の現場と当該営業所との間で常時連絡を取り得る体制にあること。 

 

 



制限付一般競争入札参加申込書作成要領 

 

平成 24 年鳥取県告示第 221 号(建設工事の制限付一般競争入札に参加する者の公募に係る一般

的事項等について。以下「共通告示」という。）に基づく制限付一般競争入札に係る入札参加申込

書の作成に関しては、公告に定めるもののほか、この要領に定めるところによるものとする。 

 

１ 記載要領（別記様式） 

(１) 基本事項 

ア 共通告示１の(１)及び(７)に該当するか否かを記載すること。 

イ 基本事項１から４は、回答欄のいずれかを「○」で囲むこと。 

ウ 基本事項５は、参加希望者の営業所（建設業法第３条第１項に規定する営業所をいう。）

の専任技術者（建設業法第７条第２号に規定する者をいう。）をすべて記載すること。 

エ 基本事項６は、参加希望者の経営業務管理責任者（建設業法第７条第１号に規定する者

をいう。）をすべて記載すること。 

(２) 会社実績 

ア 同種工事（平成 22 年度以降に完成し、引渡しの完了している発注工事と同種のものとし

て調達公告で定める工事をいう。以下同じ。）を元請として施工した実績（共同企業体の構

成員として施工した実績については、出資比率が調達公告で定める割合以上の構成員とし

てのものに限る。以下「同種工事実績」という。）があることを入札参加者の条件とする場

合に記載すること。 

イ 同種工事実績の中から代表的なものを記載すること。 

ウ 同種工事実績は２件を限度とし、鳥取県内において施工したものを優先しつつ、発注者

が県であるもの、国又はこれに準ずる公共的団体であるもの、市町村であるもの及びそれ

ら以外のものの順に記載すること。 

エ 実績工事名の欄には、同種工事に該当する工事名を記入すること。 

オ 実績工事内容証明書の欄には、実績工事名に記載した工事のＣＯＲＩＮＳ登録番号又は

工事カルテに代わる契約書及び仕様書等の実績工事の内容を証明する書類の名称を記載す

ること。 

(３) 技術者要件（配置予定技術者） 

ア 本件工事の配置予定技術者の氏名の欄には、本件工事に配置を予定している技術者の氏

名を記載すること。なお、予備の者も含め２名まで記載することができる。 

イ 継続雇用期間の欄には、配置予定技術者が採用された日及び採用日から開札日までの雇

用期間を記載すること。 

ウ 技術者資格者証等の欄には、調達公告で定める配置技術者の資格又は調達公告で定める

資格のない場合は、配置技術者の有している資格の資格者証等に係る内容を記載すること。 

エ 監理技術者資格者証の欄には、監理技術者資格取得者を記載した場合に調達公告で定め

る資格の資格者証に係る内容を記載すること。 

オ 配置予定技術者の申請時における他工事の従事状況等の欄には、配置予定技術者が申請

時に技術者等として従事している場合、従事している工事名、工期並びに従事役職を記載

すること。 

カ 施工管理実績があることを入札参加者の条件とする場合は施工管理実績に係る項目に記

載し、条件としない場合は記載しなくても良い。 

キ 施工管理実績に係る工事については、施工管理実績の中から代表的なものを記載するこ

と。 

ク 施工管理実績に係る工事の施工期間中に、交替等により当該技術者等として配置されて

いない期間のある者については、その者が当該工事に当該技術者等として配置されていた

期間（以下「配置期間」という。）が２年以上に及ぶ場合又はその者の配置期間が工期の半

分を超える場合に限り、施工管理実績として認めるものとする。 

ケ 施工管理実績は２件を限度とし、鳥取県内において施工した工事に係るものを優先しつ

つ、発注者が県である工事に係るもの、国又はこれに準ずる公共的団体である工事に係る



もの、市町村である工事に係るもの及びそれら以外のものの順に記載すること。 

コ 施工管理実績に係る工事については、当該工事の内容及び当該工事に配置された技術者

等が確認できる書類（工事請負契約書及び仕様書の写し、工事カルテの写し、技術者等の

選任に係る発注者側の確認書の写し等）を添付すること。なお、共同企業体の構成員の技

術者等として施工管理した工事の場合は、当該共同企業体の協定書の写しも添付すること。 

サ 実績工事名の欄には、同種工事に該当する工事名を記入すること。 

シ 実績工事内容証明書の欄には、実績工事名に記載した工事のＣＯＲＩＮＳ登録番号又は

工事カルテに代わる契約書及び仕様書等の実績工事の内容を証明する書類の名称を記載す

ること。 

ス 実績工事従事役職の欄には、主任技術者・監理技術者等受注工事で従事したときの役職

を記入すること。 

セ 共同企業体対象工事においては、代表者以外の構成員ごとに別葉で作成し、該当項目に

ついて記載すること。 

ソ 配置予定技術者として建設業法第２６条第３項ただし書の規定の適用を受ける監理技術

者を配置する場合は、併せて配置を予定する監理技術者補佐について上記ア～オに準じて

記載すること。 

(４) 県内営業所等の県税の納付状況 

調達公告で県外に本店を有する者（準県内業者を除く。以下「県外業者」という。）に対し

県内営業所等を有することを条件とする場合に、主たる県内営業所等の法人県民税、法人事業税

の納付状況について記載すること。 

(５) 過去 1 年間の低価格落札工事の受注の有無 

提出日前 1 年間に調査基準価格を下回る価格での落札した県発注工事の有無につい

て記載すること。 

(６) その他 

  ア 工事案件が共同企業体の対象工事である場合は、別記様式は構成員ごとに作成し、代表

者が一括して提出すること。 

  イ 電子契約を希望する場合は、該当欄を選択し、契約用メールアドレスを記載すること。 

 

２ 添付書類 

(１) 会社要件：同種工事実績 

同種工事実績に係る工事の内容が確認できる書類（工事請負契約書及び仕様書の写し、

工事カルテの写し等）を添付すること。なお、共同企業体の構成員として施工した工事の

場合は、当該共同企業体の協定書の写しも添付すること。 

(２) 技術者要件（配置予定技術者）：配置予定技術者 

ア １の(３)のアにより記載した者が配置技術者となる資格を保持していることが確認でき

る書類（当該資格に係る合格証明書又は資格者証の写し（建設業許可、経営事項審査、又

は入札参加申請に係る届出によりすでに県に提出しているものを除く。）等及び入札参加者

の継続雇用者であることが確認できる書類（監理技術者資格者証（表面及び裏面）の写し、

住民税特別徴収税額通知書の写し又は健康保険・厚生年金保険標準報酬月額決定通知書の写し

等（継続雇用の確認に必要な事項以外はマスキングを施すこと））を添付すること。 

イ １の(３)のキにより記載した施工管理実績を確認できる書類（工事請負契約書及び仕様

書の写し、工事カルテの写し、技術者等の選任に係る発注者側の確認書の写し等、又は当

該共同企業体の協定書の写し（同種工事を共同企業体で施工した場合は添付する））を添付

すること。 

(３) 県外に本店を有する者の経営事項審査の点数要件 

共通告示２の(１)のイを対象期間とする経営事項審査の区分に係る発注工事の総合評定値

（法第 27 条の 29 第１項に規定する総合評定値をいう。）の通知書の写し 

(４) 当該案件が共同企業体対象工事である場合は以下の書類を添付すること 

当該共同企業体の協定書の写し 

 



３ 事後提出書類 

以下の書類については、開札後入札執行者に求められたときに次の期日までに提出するもの

とする。 

 

 

                 事 後 提 出 書 類                 提出期限 

 当該案件が共同企業体対象工事である場合、当該共同企業体の

各構成員が発注工事の入札及び請負代金の請求等に関する事務を

代表者に委任することを証する委任状 （入札参加申込日以前の

日付のものに限る）  

 

開札日の翌日（休日

を除く）の正午 

 

 県外業者が県内営業所等を有することを条件とする建設工

事の落札者になった場合、主たる県内営業所の県税に係る納税

証明書（未納税額がないことの証明であって、開札日の１か月前

の日以降に発行されたものに限る。）の写し 

 

契約日の前日 

 

 

 



 

別記様式 

制限付一般競争入札参加申込書 

 

提出日 令和  年  月  日 

 

以下の工事の制限付一般競争入札への参加を希望しますので、その資格の審査について、関係書類を

添えて、以下のとおり申請します。 

 なお、この申請書及び添付書類の内容については、事実と相違ないことを誓約します。 

 

工事名：   天神川流域下水道天神浄化センター し渣脱水機分解整備工事     

              許可番号 国土交通大臣・  知事 許可（ － ）第    号 

住      所 

              商号又は名称 

              代  表  者                                           印 

             ＜担当者＞ 住  所  

              氏  名  

                 連絡先（電話番号）（    ）－（  ）      

               （ E ﾒｰﾙ）              

１．基本事項 

番号 確認事項 回答欄 

１ 自治法施行令第167条の４ 該当する・該当しない 

２ 資格（指名）停止措置 該当あり・該当なし 

３ 経営診断指導要領による資格保留 該当あり・該当なし 

４ 本工事の設計業者との関係 有・無 

５ 

 

建設業許可の営業所の 

専任技術者の氏名 

  

  

６ 

 

建設業許可の営業所の 

経営業務管理責任者の氏名 

 

 

 

 

 

２．会社実績 

番

号 

        番号 

項目 

会社実績１ 

 

会社実績２ 

 

１ 

 

実績工事名 

 

 

 

 

 

 

２ 

 

 

実績工事内容証明書 

 

CORINS登録番号（       ） 

その他（契約書等）（     ） 

 

CORINS登録番号（       ） 

その他（契約書等）（     ） 

 

 

３．技術者要件（配置予定技術者） 

番

号 

番号 

項目 

技術者１ 

 

技術者２ 

 

１ 配置予定技術者の氏名   

２ 

 

継続雇用期間 

 

年    月 

（昭和・平成・令和 年 月 日採用） 

年    月 

（昭和・平成・令和 年 月 日採用） 

３ 

 

 

技術者資格者証等 

 

 

名称（          ） 

昭和・平成・令和 年 月日交付 

交付番号（        ） 

名称（          ） 

昭和・平成・令和 年 月日交付 

交付番号（        ） 



４ 

 

 

監理技術者資格者証 

 

 

建設業の種類（       ） 

昭和・平成・令和  年 月 日交付 

交付番号（         ） 

建設業の種類（      ） 

昭和・平成・令和 年 月 日交付 

交付番号（        ） 

５ 

 

 

 

 

 

配置予定技術

者の申請時に

おける他工事

の従事状況等 

 

 

工事名 

 

 

 

 

 

工 期 

 

 

 

 

 

従事役職  

 

 

 

６ 

 

実績工事名 

 

 

 

 

 

７ 

 

実績工事内容証明書 

 

CORINS登録番号（       ） 

その他（契約書等）（     ） 

CORINS登録番号（       ） 

その他（契約書等）（     ） 

８ 

 

実績工事従事役職 

 

 

 

 

 

 
○配置予定技術者が建設業法第２６条第３項ただし書の規定の適用を受ける監理技術者の

場合に配置する監理技術者補佐  
１ 配置予定技術者の氏名  

２ 

 

継続雇用期間 

 

年    月 

（昭和・平成・令和 年 月 日採用） 

３ 

 

 

技術者資格者証等 

 

 

名称（          ） 

昭和・平成・令和 年 月日交付 

交付番号（        ） 

４ 

 

 

監理技術者資格者証 

 

 

建設業の種類（       ） 

昭和・平成・令和  年 月 日交付 

交付番号（         ） 

５ 

 

 

 

 

配置予定技術

者の申請時に

おける他工事

の従事状況等 

 

工事名  

工 期  

従事役職  

 

４ 県内営業所等の県税の納付状況  
（県外に本店を有する者に対し県内営業所等を有することを条件とする場合に記入）  

１  営業所等名   
２  住所   
３  契約権限の有無  あり・なし  
４  県内営業所等の法人県民税

及び法人事業税の納付状況  
未納税額なし・未納  

 
５ 過去 1 年間の低価格落札工事の受注の有無  
（提出日前 1 年間に調査基準価格を下回る価格での落札した工事（県発注工事に限る）の

有無について記入）  
１  該当工事の有無  あり・なし  
２  工事名   
３  落札決定日   年 月 日  
４  発注工種   

 



様式第 1 号（第 24 条関係） 
 
 

入 札 書（第  回） 
 
 

公益財団法人鳥取県天神川流域下水道公社 理事長  田村 満男  様 
 
 
 鳥取県建設工事等の入札制度に関する規則、鳥取県建設工事執行規則、鳥取県会計規則、図面、

仕様書、現場説明書等を熟覧の上、次のとおり入札します。 
 
 

年  月  日 
 
 
                入札者 住 所 
                    商号又は名称 
                    代表者氏名                 ㊞ 
 
                代理人 氏 名                ㊞ 
 
 

工 事 の 名 称 
天神川流域下水道天神浄化センター 
し渣脱水機分解整備工事 

工 事 の 場 所 鳥取県東伯郡湯梨浜町はわい長瀬 天神浄化センター 

入 札 金 額  

 
備考 
 １ 代理人をして入札を行う場合は、入札者欄と併せて代理人欄を記載すること。その際、  

入札者欄の印影は不要とする。  
２ 入札書は、封かんの上、表面に工事等の名称及び場所並びに住所、商号又は名称及び代表

者の氏名を記載すること。 
 ３ 入札金額は、算用数字で記載すること。 
 
 



 
様式第２号（第 24 条関係） 
 
 

委  任  状 
 
 

公益財団法人鳥取県天神川流域下水道公社 理事長 田村 満男  様 
 
 

私は、氏名            を代理人と定め、次の工事に関する入札の一切の権限を

委任します。 
 
 
  年  月  日 
 
 
                  委任者 住 所 
                      商号又は名称 
                      代表 者氏 名              ㊞ 
 
                  受任者 氏 名              ㊞ 
 
 

 
工 事 の 名 称 

 

天神川流域下水道天神浄化センター 
し渣脱水機分解整備工事 

 
工 事 の 場 所 

 
鳥取県東伯郡湯梨浜町はわい長瀬 天神浄化センター 

 
 


